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                               ２０１０年１１月号    

             

 

         今回は、相殺についてです。 

              相殺とは？ 
例えば、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般用語としても時々使われる「相殺（そうさいと読み

ます。）」ですが、上記の例ではまさにこの相殺が行なわ

れた代表的なケースです。 

相殺を行なうためには法律上次のような要件がありま

す。①当事者がお互いに相手方に対して債権を持って

いること②その債権の目的物が同じ種類のものであるこ

と③両債権がともに弁済期であること④相殺することが

許されたものであること 

 

 

ご注意：このニュースレターの情報はその内容の正確

性・妥当性の確保に務めていますが、それを保証するも

のではありません。このニュースレターの情報をご利用

になられたことによって生じたいかなる損害につきまし

ても、弊事務所及び著者は一切の責任を負いませんので

ご注意ください。法律相談は司法書士法第３条に定める

範囲に限ります。 

 

Ｙが、返済期になってもお金を返さないので、

宝石の支払い代金債務と貸金債権を差し引

きして、お互い何の債権債務も無いこととし

た！ 

①～④についての解説 

①について 

 Ｘから見て、相手方に対する債権を自動債

権、相手方からの債権を受動債権といいま

す。 

②について 
 一般的には、金銭債権（お金を目的とする債権）同

士で行なわれることが多いです。 

③について 

 自動債権は必ず弁済期の到来が必要で

すが、受動債権は相殺したい人が期

限の利益（ある期間到来まで返済しなくてい

いという利益）を放棄することで相殺できま

す。 

④について 

使用者が賃金債権を受動債権（天引きのような形）

とする相殺などが代表例です。 

 

 相殺を主張する場合は、相手方に内容証明郵

便で通知することをお勧めします。 

 債権回収の一つの手段として、利用できますね。 

 何か分からないことがあればご相談ください。 
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編集後記 

 いっきに寒くなりましたね。先月号で、太り気味と

いいましたが、その後腹筋と腕立て伏せを行いちょ

っとましになりました。 

 １０年後も今のサイズを維持できるように、日々こ

つこつ頑張ります！ 

  

司法書士きたづめの企業法務ブログ 

http://ameblo.jp/fp-kigyouhoumu/ 

中小企業・ベンチャー企業経

営者の方々の法務サポ

ートならお任せください！ 

 

Ｘは、Ｙに対して、お金を５０万円貸しているが、Ｙは

Ｘに５０万円の宝石を売った。 

 


